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　そこで本調査研究は、海外における道路上空空間の活

用に関する取り組み等の整理を行い、我が国における立

体道路制度による道路上空空間の活用にあたって想定さ

れる課題を整理し、現在進行中の取り組みを踏まえた今

後の展望について検討した。

海外における道路上空空間の活
用に関する取り組みの整理

　我が国において道路上空空間の活用を検討するにあた

り、参考となる海外での取り組みについて、道路上空空

間の権利や官民の役割分担等を中心に整理した（表１）。
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はじめに

　首都圏においては、財政的な制約が非常に厳しい中で、

国際競争力の向上や今後発生が予測される大規模災害へ

の対応が求められている。このような状況の中、平成

26 年６月及び平成 28 年２月の道路法の一部改正により、

立体道路制度について既存の一般道への活用が可能とな

ったこと、行政財産である道路に区分地上権の設定が可

能となったことで、民間資金・ノウハウを活用し、「都

市再生や地域活性化、社会資本の整備、維持管理と財政

健全化」を同時に達成する効率的・効果的な道路の更新

のあり方が検討されている。
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本調査研究では、平成 26年 6月及び平成 28年 2月の道路法の一部改正により、立体道路制度は以前より柔軟な制度と

なったことを受け、道路の更新と再開発事業等の民間活力による一体的整備を想定した際の課題及び今後の展望について

検討を行った。
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表１　海外における道路上空空間の活用に関する取り組み概要

官民連携による立体道路制度の課題と
展望について
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たっては、道路法、都市計画法、建築基準法について、

規制を緩和することで、道路上空の利用を実現すること

が可能となる（表２）。

３－２　立体道路制度の変遷

　立体道路制度は平成元年に創設されて以降、道路上空

活用ニーズの多様化にあわせて主に以下のような改正が

行われている（表３）。

立体道路制度について

３－１　立体道路制度の概要

　立体道路制度は幹線道路等の整備促進と土地の高度利

用に関する取り組みの一つで、道路の区域を立体的に定

め、それ以外の空間利用を可能にすることで、道路と建

築物等との一体的整備を実現する制度である。運用にあ
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表２　立体道路制度に関連する法制度
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H1 ・㐨㊰ࢆ᪂タཪࡣ

ᨵ築ࡍるሙྜࠊ

㐨㊰の❧యⓗ

区ᇦࢆᐃめる

るࡁ࡛ࡀとࡇ

（ἲ第 �� ᮲の
5） 

・地区ィ⏬࡛ࠕ重」用区

ᇦ （ࠖ㐨㊰の区ᇦのࠊࡕ࠺

ᘓ築≀➼のᩜ地とࡋて

区ࡁࡍて用ࡏࢃྜ

ᇦ）及びࠕᘓ築㝈⏺ࠖࢆ

ᐃめるࡇとྍࡀ能（ἲ第
12 ᮲の 11） 

・都ᕷィ⏬࡛ࠕ重」

用区ᇦ ࢀࡽᐃめࡀࠖ

ていࠊࡤࢀ㐨㊰ෆに

ᘓ≀ࢆᘓ築ࡍるࡇ

とࢆ⚗Ṇࡍるつᐃ

㐺用㝖እ（ἲ第ࢆ
�� ᮲ 1項第 3ྕ） 

 

 

᪂タ・ᨵ築に㐨㊰と୍యとなった 

ᘓ≀のᩚഛྍࡀ能となった  
・ᇶ本ࡣ高㏿㐨㊰の㐺用ࢆᐃ（᪂タ・ᨵ築のࡳ） 

・⮬ᑓ㐨ࠊ≉ᐃ高ᯫ㐨㊰௨እの㐨㊰ࡣ未㐺用 

 ・都ᕷࣔࣞࣀールࠊ㊰እ㥔㍯ሙ➼୍࡛⯡ⓗな㐨の機能ࢆ᭷ࡋないࡶ

のについてࠊࡣᘓ築ᇶ‽ἲのࠕ㐨㊰ࠖとࡋてྲྀࢀࢃᢅࡾない（通
㐩） 

H1�    ・都ᕷ⏕≉ᥐ⨨

ἲのไᐃ 
都ᕷ⏕ 

⥭ᛴᩚഛ地ᇦ 

都ᕷ⏕⥭ᛴᩚഛ地ᇦのタ 

ไᗘ㐺用᮲௳ࢀࡇࡣま࡛ྠᵝ  
・都ᕷෆの❧య㐨㊰ไᗘ活用ࢽーࡀࢬⓎ⏕ 

ЍH1� 通㐩㸸ࢹ࣌ストࣜࢹࣥッキの活用ࢆ᫂ᩥ化 

・≉ᐃ高ᯫ㐨㊰のᇶ‽ࡀཝࡋいため活用ࡀ㐍まない 

ЍH21 要⥘㸸⮬⏤通㊰の❧య㐨㊰ไᗘの活用ಁࢆ㐍 

H1� ・❧య㐨㊰ไᗘの㐺用⠊ᅖࢹ࣌ࢆストࣜࢹࣥッキࡸ⮬⏤通㊰ࠊス

ື⮬ࠕ㌿車ᑓ用㐨➼の⮬ࠊなṌ⾜⪅ᑓ用㐨㊰࠺ࡼークの࢛࢘࢝

車のἢ㐨のฟධࡁ࡛ࡀࡾないᵓ㐀ࠖのࡶのにᣑ大（通㐩） 

 

H21  ・⮬⏤通㊰ᩚഛの❧య㐨

㊰ไᗘの㐺用ಁࢆ㐍（要
⥘） 

  

H23    ・≉ᐃ都ᕷ⏕⥭

ᛴᩚഛ地ᇦෆ

の都ᕷィ⏬㐨

㊰の㐺用⠊

ᅖのᣑ大（ἲ
3� ᮲の 2） 

≉ᐃ都ᕷ⏕⥭ᛴᩚഛ地ᇦのタ 

区ᇦෆの都ィ㐨の上空活用ྍࡀ能に ≉ᐃ都ᕷ⏕ 

⥭ᛴᩚഛ地ᇦ 

 
・大⾤区化に㛵ࡍる㆟ㄽ 

ЍH23 都ᕷ⏕≉ูᥐ⨨ἲᨵṇ㸸୍㒊の都ᕷィ⏬㐨㊰
 㐺用⠊ᅖに㏣ຍࢆ

表３　立体道路制度に関連する法制度（民間敷地に道路）
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3

３－３�　立体道路制度活用のメリット・デメ
リット

　立体道路制度を活用することによって想定されるメリ

ット・デメリットについて、資金面・運営面それぞれの

視点から整理を行った（表５）。

　平成 26 年にはこれまで新設・改築時に限定されてい

た立体道路制度について、既存道路においても適用でき

ることとなり、平成 28 年には道路に区分地上権の設定

が可能となり、道路上空空間に民間事業者等が活用可能

となるなど、制度の適用範囲が拡大してきている（表４）。

 � 

ᖹ成 26 ᖺにはࡇれまで新タ・ᨵ築時に㝈ᐃࡉれていた立体道路制度について、᪤Ꮡ道路におい

てࡶ㐺用でࡁるࡇととなり、ᖹ成 2� ᖺには道路に区ศ地上ᶒのタᐃがྍ⬟となり、道路上空空間

に民間事業⪅等が活用ྍ⬟となるな、制度の㐺用⠊ᅖがᣑしてࡁている。 

⾲－３ ❧య㐨㊰ไᗘに㛵㐃ࡍるἲไᗘ（Ẹ間ᩜ地に㐨㊰�㐨㊰区ᇦにẸ間タ） 

 
❧య㐨㊰ไᗘ 

 ⪄ージ・ഛ࣓
㐨㊰ἲ 都ᕷィ⏬ἲ ᘓ築ᇶ‽ἲ 

都ᕷ⏕≉ู

ᥐ⨨ἲ 

H2� ・᪤Ꮡ㐨㊰❧

య㐨㊰ไᗘの

㐺用⠊ᅖのᣑ

大（ἲ第 �� ᮲
の �） 

  ・≉ᐃ都ᕷ⏕

⥭ᛴᩚഛ地ᇦ

ෆの୍⯡㐨㊰

の㐺用⠊ᅖ

のᣑ大（ἲ 3�
᮲の 2） 

 

都ᕷ⏕ 

⥭ᛴᩚഛ地ᇦ 

都ᕷ⏕⥭ᛴᩚഛ地ᇦの᪤Ꮡ㐨㊰の 

上空活用ྍࡀ能に（ణࡋ⚾ᶒのタᐃ）ࡣ未対ᛂ 

 
・㐨㊰の࢜ーࣥࣉ化に㛵ࡍる㆟ㄽ 

ЍH2� 㐨㊰ἲ➼ᨵṇ㸸୍㒊の᪤Ꮡ㐨㊰➼ࢆ対象に㏣ຍ 

・᪤Ꮡ㐨㊰に❧య㐨㊰ไᗘࢆ㐺用ࡍる㝿に機ᵓ௨እ࡛

 ฟ᮶ないࡀᶒのタᐃ⚾ࠊࡣ

ЍH2� 㐨㊰ἲᨵṇ㸸交通確ಖタの⥔ᣢ⟶⌮࠺⾜ࢆሙ
ྜに㝈ࡾ⚾ᶒのタᐃྍࡀ能 

H2� ・❧య㐨㊰ไᗘ

交通ࡋ活用ࢆ

確ಖタᩚࢆ

ഛࡍるሙྜࠊ

⾜ᨻ㈈⏘࡛࠶

る㐨㊰に区ศ

地上ᶒのタᐃ

能（ἲ第ྍࡀ
�� ᮲の �第 2
項） 

  ・都ᕷ⏕⥭ᛴ

ᩚഛ地ᇦෆの

㐨㊰の㐺用

⠊ᅖのᣑ大

（ἲ 3� ᮲の
2） 

 

都ᕷ⏕ 

⥭ᛴᩚഛ地ᇦ 

都ᕷ⏕⥭ᛴᩚഛ地ᇦの᪤Ꮡ㐨㊰の 

上空活用ྍࡀ能にࠋ⚾ᶒのタᐃྍࡶ能 

 
・᪤Ꮡ㐨㊰上空ࢆ活用ࡍるに࠶たってヲ⣽ࡀ不᫂ 

（᥋㐨➼のᘓ築ᇶ‽ἲࠊ都ᕷィ⏬ἲ上の課題） 

 

（３）❧య㐨㊰ไᗘ活用の࣓ࣜット・࣓ࣜࢹット 

立体道路制度を活用ࡍるࡇとによってᐃࡉれる࣓ࣜࢺࢵ࣓ࣜࢹ・ࢺࢵについて、資㔠㠃・㐠

Ⴀ㠃ࡑれࡒれのどⅬら整理を行った。 

⾲－㸲 ❧య㐨㊰ไᗘの活用にࡾࡼᐃࢀࡉる࣓ࣜット・࣓ࣜࢹット 

 ࣓ࣜット ࣓ࣜࢹット 

㈨㔠㠃 ・ᚑ᮶㐨㊰区ᇦのᅵ地ࡣ㐨㊰事業⪅ࡀ㈙ࡋて

事業ࢆ⾜っていたࠊࡀ❧య㐨㊰ไᗘ活用にࡼ

てᒃࡋ⥆⥅ሙᡤにࡌྠࡀ⪅ᅵ地の地ᶒࠊࡾ

ఫ・Ⴀ業ྍࡀ能 

・㐨㊰とࡋて用ࡍる㒊ศのࡳᶒྲྀࢆᚓࡍる

ため用地ྲྀᚓ費用ࡀ㍍ῶ 

・᪤Ꮡ㐨㊰上空ࢆ活用ࡍるሙྜࠊ㐨㊰上空とい

ࢀࡽᚓࡀるධࡼ᪂たな⾜ᨻ㈈⏘のฎศに࠺

る 

・ᅜ㐨の᪤Ꮡ㐨㊰上空ࢆ活用ࡍるሙྜࠊ区ศ地

上ᶒのタᐃ対౯ࡣᅜᗜにᖐᒓࡍるࡇとにな

ࢀࡽ㐨㊰⥔ᣢ・ᣑᖜ・᭦᪂費用➼にてࠊࡾ

ない 

・Ẹ間にとってࠊࡣ㐨㊰ࢆ活用ࡋてᚓࢀࡽるᐜ

✚⋡なの┈とබඹ㈉⊩なồめࢀࡽる㈐

ົとのࣥࣛࣂスࡀᚲ要となる 

㐠Ⴀ㠃 ・㐨㊰᪂タのሙྜࠊ㐨㊰事業༢⊂࡛⾜ࡶࡾࡼ࠺

地ᇦのศ᩿なࡃ↓ࡀなࠊࡾ地ᶒ⪅➼のྜព

 なるࡃࡍࡸࢀࡽᚓࡀ

・᪤Ꮡ㐨㊰上空ࢆ活用ࡍるሙྜࠊẸ間事業⪅に

とってࠊࡣ㥐の┤近な都ᚰ㒊のᅵ地ࢆ用地

㈙➼ࢆకࡎࢃධᡭࡍるࡇとྍࡀ能となࠊࡾ

事業化ࡀ᪩ࡃ㐍めࢀࡽる 

・㐨㊰ࡀ本᮶ᢸっているᙺとࡋて通⾜のሙと

Ᏻ࡛良ዲなᕷ⾤地⎔ቃの形ࡃけ࡛なࡔてࡋ

ᡂࡀ㜼ᐖࢀࡉるᜍ࠶ࡀࢀる 

・㐨㊰事業・Ẹ間事業୍ࢆయⓗに⾜࠺ためᶒ

スクศᢸࣜࡸてのᙺศᢸࡋᣢ⟶⌮に㛵⥔ࡸ

ࡀるᚲ要ࡍ༠ᐃ➼࡛᫂確にࠊࡾ㞧にな「ࡀ➼

 る࠶

・᪤Ꮡ㐨㊰上空ࢆ活用ࡍるሙྜࠊ本᮶㐨㊰とࡋ

てᩚഛࢀࡉた区⏬にᘓ≀ࡀᘓタࢀࡉるࡇとと

なるためࠊ地ᇦのྜពࡀᚓࢀࡽにࡃい 

 

表４　立体道路制度に関連する法制度（民間敷地に道路＋道路区域に民間施設）

 � 

ᖹ成 26 ᖺにはࡇれまで新タ・ᨵ築時に㝈ᐃࡉれていた立体道路制度について、᪤Ꮡ道路におい

てࡶ㐺用でࡁるࡇととなり、ᖹ成 2� ᖺには道路に区ศ地上ᶒのタᐃがྍ⬟となり、道路上空空間

に民間事業⪅等が活用ྍ⬟となるな、制度の㐺用⠊ᅖがᣑしてࡁている。 

⾲－３ ❧య㐨㊰ไᗘに㛵㐃ࡍるἲไᗘ（Ẹ間ᩜ地に㐨㊰�㐨㊰区ᇦにẸ間タ） 

 
❧య㐨㊰ไᗘ 

 ⪄ージ・ഛ࣓
㐨㊰ἲ 都ᕷィ⏬ἲ ᘓ築ᇶ‽ἲ 

都ᕷ⏕≉ู

ᥐ⨨ἲ 

H2� ・᪤Ꮡ㐨㊰❧

య㐨㊰ไᗘの

㐺用⠊ᅖのᣑ

大（ἲ第 �� ᮲
の �） 

  ・≉ᐃ都ᕷ⏕

⥭ᛴᩚഛ地ᇦ

ෆの୍⯡㐨㊰

の㐺用⠊ᅖ

のᣑ大（ἲ 3�
᮲の 2） 

 

都ᕷ⏕ 

⥭ᛴᩚഛ地ᇦ 

都ᕷ⏕⥭ᛴᩚഛ地ᇦの᪤Ꮡ㐨㊰の 

上空活用ྍࡀ能に（ణࡋ⚾ᶒのタᐃ）ࡣ未対ᛂ 

 
・㐨㊰の࢜ーࣥࣉ化に㛵ࡍる㆟ㄽ 

ЍH2� 㐨㊰ἲ➼ᨵṇ㸸୍㒊の᪤Ꮡ㐨㊰➼ࢆ対象に㏣ຍ 

・᪤Ꮡ㐨㊰に❧య㐨㊰ไᗘࢆ㐺用ࡍる㝿に機ᵓ௨እ࡛

 ฟ᮶ないࡀᶒのタᐃ⚾ࠊࡣ

ЍH2� 㐨㊰ἲᨵṇ㸸交通確ಖタの⥔ᣢ⟶⌮࠺⾜ࢆሙ
ྜに㝈ࡾ⚾ᶒのタᐃྍࡀ能 

H2� ・❧య㐨㊰ไᗘ

交通ࡋ活用ࢆ

確ಖタᩚࢆ

ഛࡍるሙྜࠊ

⾜ᨻ㈈⏘࡛࠶

る㐨㊰に区ศ

地上ᶒのタᐃ

能（ἲ第ྍࡀ
�� ᮲の �第 2
項） 

  ・都ᕷ⏕⥭ᛴ

ᩚഛ地ᇦෆの

㐨㊰の㐺用

⠊ᅖのᣑ大

（ἲ 3� ᮲の
2） 

 

都ᕷ⏕ 

⥭ᛴᩚഛ地ᇦ 

都ᕷ⏕⥭ᛴᩚഛ地ᇦの᪤Ꮡ㐨㊰の 

上空活用ྍࡀ能にࠋ⚾ᶒのタᐃྍࡶ能 

 
・᪤Ꮡ㐨㊰上空ࢆ活用ࡍるに࠶たってヲ⣽ࡀ不᫂ 

（᥋㐨➼のᘓ築ᇶ‽ἲࠊ都ᕷィ⏬ἲ上の課題） 

 

（３）❧య㐨㊰ไᗘ活用の࣓ࣜット・࣓ࣜࢹット 

立体道路制度を活用ࡍるࡇとによってᐃࡉれる࣓ࣜࢺࢵ࣓ࣜࢹ・ࢺࢵについて、資㔠㠃・㐠

Ⴀ㠃ࡑれࡒれのどⅬら整理を行った。 

⾲－㸲 ❧య㐨㊰ไᗘの活用にࡾࡼᐃࢀࡉる࣓ࣜット・࣓ࣜࢹット 

 ࣓ࣜット ࣓ࣜࢹット 

㈨㔠㠃 ・ᚑ᮶㐨㊰区ᇦのᅵ地ࡣ㐨㊰事業⪅ࡀ㈙ࡋて

事業ࢆ⾜っていたࠊࡀ❧య㐨㊰ไᗘ活用にࡼ

てᒃࡋ⥆⥅ሙᡤにࡌྠࡀ⪅ᅵ地の地ᶒࠊࡾ

ఫ・Ⴀ業ྍࡀ能 

・㐨㊰とࡋて用ࡍる㒊ศのࡳᶒྲྀࢆᚓࡍる

ため用地ྲྀᚓ費用ࡀ㍍ῶ 

・᪤Ꮡ㐨㊰上空ࢆ活用ࡍるሙྜࠊ㐨㊰上空とい

ࢀࡽᚓࡀるධࡼ᪂たな⾜ᨻ㈈⏘のฎศに࠺

る 

・ᅜ㐨の᪤Ꮡ㐨㊰上空ࢆ活用ࡍるሙྜࠊ区ศ地

上ᶒのタᐃ対౯ࡣᅜᗜにᖐᒓࡍるࡇとにな

ࢀࡽ㐨㊰⥔ᣢ・ᣑᖜ・᭦᪂費用➼にてࠊࡾ

ない 

・Ẹ間にとってࠊࡣ㐨㊰ࢆ活用ࡋてᚓࢀࡽるᐜ

✚⋡なの┈とබඹ㈉⊩なồめࢀࡽる㈐

ົとのࣥࣛࣂスࡀᚲ要となる 

㐠Ⴀ㠃 ・㐨㊰᪂タのሙྜࠊ㐨㊰事業༢⊂࡛⾜ࡶࡾࡼ࠺

地ᇦのศ᩿なࡃ↓ࡀなࠊࡾ地ᶒ⪅➼のྜព

 なるࡃࡍࡸࢀࡽᚓࡀ

・᪤Ꮡ㐨㊰上空ࢆ活用ࡍるሙྜࠊẸ間事業⪅に

とってࠊࡣ㥐の┤近な都ᚰ㒊のᅵ地ࢆ用地

㈙➼ࢆకࡎࢃධᡭࡍるࡇとྍࡀ能となࠊࡾ

事業化ࡀ᪩ࡃ㐍めࢀࡽる 

・㐨㊰ࡀ本᮶ᢸっているᙺとࡋて通⾜のሙと

Ᏻ࡛良ዲなᕷ⾤地⎔ቃの形ࡃけ࡛なࡔてࡋ

ᡂࡀ㜼ᐖࢀࡉるᜍ࠶ࡀࢀる 

・㐨㊰事業・Ẹ間事業୍ࢆయⓗに⾜࠺ためᶒ

スクศᢸࣜࡸてのᙺศᢸࡋᣢ⟶⌮に㛵⥔ࡸ

ࡀるᚲ要ࡍ༠ᐃ➼࡛᫂確にࠊࡾ㞧にな「ࡀ➼

 る࠶

・᪤Ꮡ㐨㊰上空ࢆ活用ࡍるሙྜࠊ本᮶㐨㊰とࡋ

てᩚഛࢀࡉた区⏬にᘓ≀ࡀᘓタࢀࡉるࡇとと

なるためࠊ地ᇦのྜពࡀᚓࢀࡽにࡃい 

 

表５　立体道路制度の活用により想定されるメリット・デメリット
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準法、都市再生特別措置法）に関する課題事項について

整理した。

　立体道路制度を既存道路上空に適用した事例はないこ

とから、詳細な条件等についてあいまいな記述となって

いるものもあるため、計画段階から関係機関との協議を

進める必要がある（表６、７、８）。

官民連携による立体道路制度活
用時に想定される課題

４－１　各種制度の課題

　道路と都市を一体的に開発するにあたり想定される立

体道路制度の関連法制度（道路法、都市計画法、建築基

4

 � 

㸲．ᐁẸ㐃ᦠにࡼる❧య㐨㊰ไᗘ活用にᐃࢀࡉる課題 

（㸯）ྛ✀ไᗘの課題 
道路と都ᕷを一体ⓗに開発ࡍるにあたりᐃࡉれる立体道路制度の㛵連ἲ制度（道路ἲ、都ᕷ

計画ἲ、ᘓ築ᇶ‽ἲ、都ᕷ⏕≉ูᥐ⨨ἲ）に㛵ࡍる課題事㡯について整理した。 

立体道路制度を᪤Ꮡ道路上空に㐺用した事はないࡇとら、ヲ⣽な᮲௳等についてあいまい

なグ㏙となっているࡶのࡶあるため、計画ẁ㝵ら㛵ಀᶵ㛵との༠㆟を進める必要がある。 

⾲－㸳 㐨㊰ἲ㛵㐃の課題事項 

 項┠ 課題 

ձ 交通確ಖタ ە㐨㊰⟶⌮⪅௨እの⪅ࡀ⾜ᨻ㈈⏘࡛࠶る㐨㊰上空に地上ᶒࢆᣢつ᮲௳とࡋて

ていないࢀࡉ♧ࡣのヲ⣽な᮲௳➼についてࡑࠊࡀる࠶ࡀ交通確ಖタࠖࠕ

 ࠋ（※）

⾡のにᚲ要なᢏ࠺⾜㐺ษにࢆ⌮⟶ᣢ⥔ࡣᙜヱ交通確ಖタのᩚഛཪࠕࠊまたە

ⓗ能ຊࢆ᭷ࡍるࡇとࠖのุ᩿ᇶ‽➼についてࢀࡉ♧ࡶていないࠋ 

ͤ㏻☜ಖタについては、「立体道路制度にಀるᅜ᭷㈈⏘ἲ等の≉について（ᅜ道➨ �� ྕ、ᖹ

成 �� ᖺ �᭶ �� 日）」において、௨下のよ࠺につᐃࡉれている。 

㻔㻝㻕㻌㏻☜ಖ設に䛴い䛶㻌

䜲㻌 つ๎➨䠐᮲の 㻝㻜 の䠏➨䠍ྕでᐃ䜑る䛂一⯡㏻の用に౪する㏻路ཬ䜃こ䜜とྠ➼のᶵ⬟を᭷する建築

物䛭のの設䛃に䛴い䛶㻌

つ๎➨䠐᮲の 㻝㻜 の䠏➨䠍ྕの䛂一⯡㏻の用に౪する㏻路ཬ䜃こ䜜とྠ➼のᶵ⬟を᭷する建築物

䛭のの設䛃に䛿、㏻路௨እに、䛘䜀、ົᡤ、ᗑ⯒、ᗜ、ఫᏯ、ᗈሙ、බᅬཬ䜃地ୗ⾤➼を一

㒊にྵ䜐設䜒ヱᙜし、設のす䜉䛶の㒊ศ䛜㏻路で䛒るᚲせ䛿ないこと䚹䜎䛯、設のᶵ⬟を䛖

する䛯䜑にᚲせとㄆ䜑䜙䜜る設ഛ䜒ྵ䜎䜜ること䚹㻌

䝻㻌 ㏻路の㛤ᨺの䛒䜚᪉に䛴い䛶㻌

㏻路に䛴い䛶䛿、一⯡㏻の用に౪䛥䜜䛶いるᚲせ䛜䛒ること䚹㻌

な䛚、㏻路䛿ᚲ䛪し䜒 㻞㻠 間䞉㻟㻢㻡 ᪥㛤ᨺ䛥䜜䛶いるᚲせ䛿な䛟、㏻☜ಖ設の✀㢮ཬ䜃ᙜヱ

設࿘㎶の道路㏻の≧ἣ➼に㚷み、ಶูのに䛚い䛶、ྛ道路⟶⌮⪅䛜㐺ษにุ᩿すること䚹 
⾲－６ 都ᕷィ⏬ἲ・都ᕷ⏕≉ูᥐ⨨ἲ㛵㐃の課題事項 

 項┠ 課題 

ձ 地区ィ⏬の区ᇦ ە᪤Ꮡ㐨㊰上空ࡀ地区ィ⏬࡛ࡣቃ⏺となっているሙྜにࠊࡣ㐨㊰୰ᚰ線ࢆᣳ

た᪂たࡋ๓ᥦとࢆ㐨㊰上空空間の活用ࠊるためࡍᏑᅾࡀ⏬２つの地区ィࡳ

な地区ィ⏬ࢆᐃめるᚲ要࠶ࡀるࠋ 

ղ ᐜ✚⋡のタᐃ ەᐜ✚⋡ࡣ地区ィ⏬࡛ᐃめࢀࡽるࡇととなるࠊࡀ㐨㊰上空のᐜ✚⋡のタ⨨に

ついてタᐃ᪉ἲ࠼⪄࠺ࢆる不᫂確ࠋ 

ճ ᐜ✚⋡のቑ・

⛣㌿ 

࠾ᐜ✚⋡の⦆にࠊるሙྜࡍᐃࢆた㛤Ⓨࡋ活用ࢆ都ᕷ⏕≉ู地区ไᗘە

いてࡣබඹ㈉⊩ࡀ๓ᥦとなるࠊࡀ⦆ᐜ✚⋡とබඹ㈉⊩のෆᐜのุ᩿ᇶ‽

 ࠋていないࢀࡉ♧᫂確にࡀ➼

⾲－㸵 ᘓ築ᇶ‽ἲ㛵㐃の課題事項 

 項┠ 課題 

ձ ᥋㐨要௳の㐺

用 

ࠊࡾ࠾てࢀࡉとࠖとࡇるࡍ㸲㹫௨上の㐨㊰に２㹫௨上᥋ࠕࠊࡣᘓ築ᇶ‽ἲ࡛ە

ィ⏬⟇ᐃに␃ពࡀᚲ要ࠋ（ᮾி都ᘓ築Ᏻ᮲࡛ࠕࠊࡣ（大つᶍᗑ⯒࡛ࡣ）

㐨㊰に２㎶௨上᥋ࠊࡋཪᩜࡣ地のእ࿘の㛗ࡉの୕ศの୍௨上ࡀ㐨㊰に᥋ࡍ

るࡇとࠖとなっている） 

ᙇࢆ≀る㐨㊰上空にᘓ築ࡍ⾜୪ࠊࡣいて࠾の高ᯫ・᥀㐨㊰に首都高なە

ᘓ築ᩜ地ࠊるケースなࡍない区間にᘓ築ࡋ⾜୪ࡀ㐨㊰ࠊࡸケースࡍฟࡾ

のྲྀࡾ᪉に༑ศ␃ពࡀᚲ要ࠋ 

ղ ேᕤ地┙のྲྀᢅ

い 

ᅵᮌᵓ㐀≀とࢆேᕤ地┙のྲྀᢅいࠊるሙྜࡍᕤసࢆ≀㐨㊰上空空間にᘓ築ە

 （事業費にᙳ㡪）ࠋなる␗ࡀ‽るᇶࡍ㐺用ࡾࡼにるࡍᘓ築≀とࠊるࡍ

 

表６　道路法関連の課題事項

 � 

㸲．ᐁẸ㐃ᦠにࡼる❧య㐨㊰ไᗘ活用にᐃࢀࡉる課題 

（㸯）ྛ✀ไᗘの課題 
道路と都ᕷを一体ⓗに開発ࡍるにあたりᐃࡉれる立体道路制度の㛵連ἲ制度（道路ἲ、都ᕷ

計画ἲ、ᘓ築ᇶ‽ἲ、都ᕷ⏕≉ูᥐ⨨ἲ）に㛵ࡍる課題事㡯について整理した。 

立体道路制度を᪤Ꮡ道路上空に㐺用した事はないࡇとら、ヲ⣽な᮲௳等についてあいまい

なグ㏙となっているࡶのࡶあるため、計画ẁ㝵ら㛵ಀᶵ㛵との༠㆟を進める必要がある。 

⾲－㸳 㐨㊰ἲ㛵㐃の課題事項 

 項┠ 課題 

ձ 交通確ಖタ ە㐨㊰⟶⌮⪅௨እの⪅ࡀ⾜ᨻ㈈⏘࡛࠶る㐨㊰上空に地上ᶒࢆᣢつ᮲௳とࡋて

ていないࢀࡉ♧ࡣのヲ⣽な᮲௳➼についてࡑࠊࡀる࠶ࡀ交通確ಖタࠖࠕ

 ࠋ（※）

⾡のにᚲ要なᢏ࠺⾜㐺ษにࢆ⌮⟶ᣢ⥔ࡣᙜヱ交通確ಖタのᩚഛཪࠕࠊまたە

ⓗ能ຊࢆ᭷ࡍるࡇとࠖのุ᩿ᇶ‽➼についてࢀࡉ♧ࡶていないࠋ 

ͤ㏻☜ಖタについては、「立体道路制度にಀるᅜ᭷㈈⏘ἲ等の≉について（ᅜ道➨ �� ྕ、ᖹ

成 �� ᖺ �᭶ �� 日）」において、௨下のよ࠺につᐃࡉれている。 

㻔㻝㻕㻌㏻☜ಖ設に䛴い䛶㻌

䜲㻌 つ๎➨䠐᮲の 㻝㻜 の䠏➨䠍ྕでᐃ䜑る䛂一⯡㏻の用に౪する㏻路ཬ䜃こ䜜とྠ➼のᶵ⬟を᭷する建築

物䛭のの設䛃に䛴い䛶㻌

つ๎➨䠐᮲の 㻝㻜 の䠏➨䠍ྕの䛂一⯡㏻の用に౪する㏻路ཬ䜃こ䜜とྠ➼のᶵ⬟を᭷する建築物

䛭のの設䛃に䛿、㏻路௨እに、䛘䜀、ົᡤ、ᗑ⯒、ᗜ、ఫᏯ、ᗈሙ、බᅬཬ䜃地ୗ⾤➼を一

㒊にྵ䜐設䜒ヱᙜし、設のす䜉䛶の㒊ศ䛜㏻路で䛒るᚲせ䛿ないこと䚹䜎䛯、設のᶵ⬟を䛖

する䛯䜑にᚲせとㄆ䜑䜙䜜る設ഛ䜒ྵ䜎䜜ること䚹㻌

䝻㻌 ㏻路の㛤ᨺの䛒䜚᪉に䛴い䛶㻌

㏻路に䛴い䛶䛿、一⯡㏻の用に౪䛥䜜䛶いるᚲせ䛜䛒ること䚹㻌

な䛚、㏻路䛿ᚲ䛪し䜒 㻞㻠 間䞉㻟㻢㻡 ᪥㛤ᨺ䛥䜜䛶いるᚲせ䛿な䛟、㏻☜ಖ設の✀㢮ཬ䜃ᙜヱ

設࿘㎶の道路㏻の≧ἣ➼に㚷み、ಶูのに䛚い䛶、ྛ道路⟶⌮⪅䛜㐺ษにุ᩿すること䚹 
⾲－６ 都ᕷィ⏬ἲ・都ᕷ⏕≉ูᥐ⨨ἲ㛵㐃の課題事項 

 項┠ 課題 

ձ 地区ィ⏬の区ᇦ ە᪤Ꮡ㐨㊰上空ࡀ地区ィ⏬࡛ࡣቃ⏺となっているሙྜにࠊࡣ㐨㊰୰ᚰ線ࢆᣳ

た᪂たࡋ๓ᥦとࢆ㐨㊰上空空間の活用ࠊるためࡍᏑᅾࡀ⏬２つの地区ィࡳ

な地区ィ⏬ࢆᐃめるᚲ要࠶ࡀるࠋ 

ղ ᐜ✚⋡のタᐃ ەᐜ✚⋡ࡣ地区ィ⏬࡛ᐃめࢀࡽるࡇととなるࠊࡀ㐨㊰上空のᐜ✚⋡のタ⨨に

ついてタᐃ᪉ἲ࠼⪄࠺ࢆる不᫂確ࠋ 

ճ ᐜ✚⋡のቑ・

⛣㌿ 

࠾ᐜ✚⋡の⦆にࠊるሙྜࡍᐃࢆた㛤Ⓨࡋ活用ࢆ都ᕷ⏕≉ู地区ไᗘە

いてࡣබඹ㈉⊩ࡀ๓ᥦとなるࠊࡀ⦆ᐜ✚⋡とබඹ㈉⊩のෆᐜのุ᩿ᇶ‽

 ࠋていないࢀࡉ♧᫂確にࡀ➼

⾲－㸵 ᘓ築ᇶ‽ἲ㛵㐃の課題事項 

 項┠ 課題 

ձ ᥋㐨要௳の㐺

用 

ࠊࡾ࠾てࢀࡉとࠖとࡇるࡍ㸲㹫௨上の㐨㊰に２㹫௨上᥋ࠕࠊࡣᘓ築ᇶ‽ἲ࡛ە

ィ⏬⟇ᐃに␃ពࡀᚲ要ࠋ（ᮾி都ᘓ築Ᏻ᮲࡛ࠕࠊࡣ（大つᶍᗑ⯒࡛ࡣ）

㐨㊰に２㎶௨上᥋ࠊࡋཪᩜࡣ地のእ࿘の㛗ࡉの୕ศの୍௨上ࡀ㐨㊰に᥋ࡍ

るࡇとࠖとなっている） 

ᙇࢆ≀る㐨㊰上空にᘓ築ࡍ⾜୪ࠊࡣいて࠾の高ᯫ・᥀㐨㊰に首都高なە

ᘓ築ᩜ地ࠊるケースなࡍない区間にᘓ築ࡋ⾜୪ࡀ㐨㊰ࠊࡸケースࡍฟࡾ

のྲྀࡾ᪉に༑ศ␃ពࡀᚲ要ࠋ 

ղ ேᕤ地┙のྲྀᢅ

い 

ᅵᮌᵓ㐀≀とࢆேᕤ地┙のྲྀᢅいࠊるሙྜࡍᕤసࢆ≀㐨㊰上空空間にᘓ築ە

 （事業費にᙳ㡪）ࠋなる␗ࡀ‽るᇶࡍ㐺用ࡾࡼにるࡍᘓ築≀とࠊるࡍ

 

表７　都市計画法・都市再生特別措置法関連の課題事項

 � 

㸲．ᐁẸ㐃ᦠにࡼる❧య㐨㊰ไᗘ活用にᐃࢀࡉる課題 

（㸯）ྛ✀ไᗘの課題 
道路と都ᕷを一体ⓗに開発ࡍるにあたりᐃࡉれる立体道路制度の㛵連ἲ制度（道路ἲ、都ᕷ

計画ἲ、ᘓ築ᇶ‽ἲ、都ᕷ⏕≉ูᥐ⨨ἲ）に㛵ࡍる課題事㡯について整理した。 

立体道路制度を᪤Ꮡ道路上空に㐺用した事はないࡇとら、ヲ⣽な᮲௳等についてあいまい

なグ㏙となっているࡶのࡶあるため、計画ẁ㝵ら㛵ಀᶵ㛵との༠㆟を進める必要がある。 

⾲－㸳 㐨㊰ἲ㛵㐃の課題事項 

 項┠ 課題 

ձ 交通確ಖタ ە㐨㊰⟶⌮⪅௨እの⪅ࡀ⾜ᨻ㈈⏘࡛࠶る㐨㊰上空に地上ᶒࢆᣢつ᮲௳とࡋて

ていないࢀࡉ♧ࡣのヲ⣽な᮲௳➼についてࡑࠊࡀる࠶ࡀ交通確ಖタࠖࠕ

 ࠋ（※）

⾡のにᚲ要なᢏ࠺⾜㐺ษにࢆ⌮⟶ᣢ⥔ࡣᙜヱ交通確ಖタのᩚഛཪࠕࠊまたە

ⓗ能ຊࢆ᭷ࡍるࡇとࠖのุ᩿ᇶ‽➼についてࢀࡉ♧ࡶていないࠋ 

ͤ㏻☜ಖタについては、「立体道路制度にಀるᅜ᭷㈈⏘ἲ等の≉について（ᅜ道➨ �� ྕ、ᖹ

成 �� ᖺ �᭶ �� 日）」において、௨下のよ࠺につᐃࡉれている。 

㻔㻝㻕㻌㏻☜ಖ設に䛴い䛶㻌

䜲㻌 つ๎➨䠐᮲の 㻝㻜 の䠏➨䠍ྕでᐃ䜑る䛂一⯡㏻の用に౪する㏻路ཬ䜃こ䜜とྠ➼のᶵ⬟を᭷する建築

物䛭のの設䛃に䛴い䛶㻌

つ๎➨䠐᮲の 㻝㻜 の䠏➨䠍ྕの䛂一⯡㏻の用に౪する㏻路ཬ䜃こ䜜とྠ➼のᶵ⬟を᭷する建築物

䛭のの設䛃に䛿、㏻路௨እに、䛘䜀、ົᡤ、ᗑ⯒、ᗜ、ఫᏯ、ᗈሙ、බᅬཬ䜃地ୗ⾤➼を一

㒊にྵ䜐設䜒ヱᙜし、設のす䜉䛶の㒊ศ䛜㏻路で䛒るᚲせ䛿ないこと䚹䜎䛯、設のᶵ⬟を䛖

する䛯䜑にᚲせとㄆ䜑䜙䜜る設ഛ䜒ྵ䜎䜜ること䚹㻌

䝻㻌 ㏻路の㛤ᨺの䛒䜚᪉に䛴い䛶㻌

㏻路に䛴い䛶䛿、一⯡㏻の用に౪䛥䜜䛶いるᚲせ䛜䛒ること䚹㻌

な䛚、㏻路䛿ᚲ䛪し䜒 㻞㻠 間䞉㻟㻢㻡 ᪥㛤ᨺ䛥䜜䛶いるᚲせ䛿な䛟、㏻☜ಖ設の✀㢮ཬ䜃ᙜヱ

設࿘㎶の道路㏻の≧ἣ➼に㚷み、ಶูのに䛚い䛶、ྛ道路⟶⌮⪅䛜㐺ษにุ᩿すること䚹 
⾲－６ 都ᕷィ⏬ἲ・都ᕷ⏕≉ูᥐ⨨ἲ㛵㐃の課題事項 

 項┠ 課題 

ձ 地区ィ⏬の区ᇦ ە᪤Ꮡ㐨㊰上空ࡀ地区ィ⏬࡛ࡣቃ⏺となっているሙྜにࠊࡣ㐨㊰୰ᚰ線ࢆᣳ

た᪂たࡋ๓ᥦとࢆ㐨㊰上空空間の活用ࠊるためࡍᏑᅾࡀ⏬２つの地区ィࡳ

な地区ィ⏬ࢆᐃめるᚲ要࠶ࡀるࠋ 

ղ ᐜ✚⋡のタᐃ ەᐜ✚⋡ࡣ地区ィ⏬࡛ᐃめࢀࡽるࡇととなるࠊࡀ㐨㊰上空のᐜ✚⋡のタ⨨に

ついてタᐃ᪉ἲ࠼⪄࠺ࢆる不᫂確ࠋ 

ճ ᐜ✚⋡のቑ・

⛣㌿ 

࠾ᐜ✚⋡の⦆にࠊるሙྜࡍᐃࢆた㛤Ⓨࡋ活用ࢆ都ᕷ⏕≉ู地区ไᗘە

いてࡣබඹ㈉⊩ࡀ๓ᥦとなるࠊࡀ⦆ᐜ✚⋡とබඹ㈉⊩のෆᐜのุ᩿ᇶ‽

 ࠋていないࢀࡉ♧᫂確にࡀ➼

⾲－㸵 ᘓ築ᇶ‽ἲ㛵㐃の課題事項 

 項┠ 課題 

ձ ᥋㐨要௳の㐺

用 

ࠊࡾ࠾てࢀࡉとࠖとࡇるࡍ㸲㹫௨上の㐨㊰に２㹫௨上᥋ࠕࠊࡣᘓ築ᇶ‽ἲ࡛ە

ィ⏬⟇ᐃに␃ពࡀᚲ要ࠋ（ᮾி都ᘓ築Ᏻ᮲࡛ࠕࠊࡣ（大つᶍᗑ⯒࡛ࡣ）

㐨㊰に２㎶௨上᥋ࠊࡋཪᩜࡣ地のእ࿘の㛗ࡉの୕ศの୍௨上ࡀ㐨㊰に᥋ࡍ

るࡇとࠖとなっている） 

ᙇࢆ≀る㐨㊰上空にᘓ築ࡍ⾜୪ࠊࡣいて࠾の高ᯫ・᥀㐨㊰に首都高なە

ᘓ築ᩜ地ࠊるケースなࡍない区間にᘓ築ࡋ⾜୪ࡀ㐨㊰ࠊࡸケースࡍฟࡾ

のྲྀࡾ᪉に༑ศ␃ពࡀᚲ要ࠋ 

ղ ேᕤ地┙のྲྀᢅ

い 

ᅵᮌᵓ㐀≀とࢆேᕤ地┙のྲྀᢅいࠊるሙྜࡍᕤసࢆ≀㐨㊰上空空間にᘓ築ە
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るには、「制度上の課題」や「事業成立に向けた課題」

等への対応策について検討の深度化を図る必要があると

考える。

6区間が連続しており、高齢化した構造物とあわせて更新

が求められている。今後は、道路上空空間を活用し、沿

線開発やまちづくりと連携した更新計画の検討が進めら

れる（図３）。
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